
質問事項 回答

1 落札決定後、貸切許可のある事業者に下請けを依頼することは可能でしょうか。

業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはな
らないとされております。又、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよう
とするときは，あらかじめ，発注者の承諾を得なければならないとされておりま
す。尚、詳細については、発注者と受注者の協議とします。
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